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耐震改修とは、旧耐震基準による建築物で耐震性能が不十分な建築物の耐震性能を一定基*1
準以上に向上させることをいう。

用途廃止には、耐震対策の対象建築物として使用しなくなることを含む。*2
棟数等は平成１９年１月１０日時点集計値*3
平成１７年度までに耐震診断を実施した建築物は７６４棟で、その結果、２７７棟の耐震*4
性能が不十分となった。そのうち耐震改修を実施した建築物（工事中及び建替え等を含

む ）は３９棟。。

新潟県中越地震（平成１６年１０月）震度７、福岡県西方沖地震（平成１７年３月）震度*5
６弱。また、平成１７年８月には宮城県沖の地震の震度６弱が発生している。
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福島県県有建築物の耐震改修計画

１．本計画の目的

この計画は 「建築物の耐震改修の促進に関する法律 （以下「法」という ）、 」 。

に基づく「福島県耐震改修促進計画」における県有建築物の実施計画であり、耐

震対策を計画的に推進するため、対象建築物、耐震化の目標及び内容等を定める

ものである。

（本計画の耐震対策の概念）
*1

耐震対策 耐震化 耐震改修

建替え

解体耐震診断
*2

用途廃止等

２．県有建築物の現況

（１）ストックの現状

県有建築物の総数は５，５９０棟、延べ面積は約２９０万㎡あり、このうち

昭和５６年６月１日施行の建築基準法施行令（耐震関係規定）以前の基準（以

下「旧耐震基準」という ）による建築物は、３，４６４棟である 。。
*3

（２）これまでの耐震対策の状況

平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災を契機に設置された「福島

県建築物地震対策連絡協議会」において、県の地域防災計画で指定された防災

上重要建築物（防災拠点施設、避難施設、緊急医療施設及びこれらに準じた又

は副次的な役割を担う施設）と、県営住宅を耐震診断の対象とし、平成８年度

より計画的に耐震診断等を実施してきた 。
*4

（３）耐震対策の現況

近年、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震 など大規模地震が頻発し、いつ
*5

どこで大地震が発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がり、平成１

８年１月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が

施行されたところである。この法律により、都道府県は「建築物の耐震診断及



法第４条に規定。この基本方針は平成１８年１月２５日国土交通省告示第１８４号で公表。*6
学校、体育館、病院、集会場、事務所、共同住宅、老人ホーム等多数の者が利用する建築*7
物で階数３以上かつ床面積 ㎡以上（用途により階数及び床面積の規模要件を引き下1,000
げ）のものなどが対象 （詳しくは法第６条を参照）。

「基本方針」の二の２「建築物の耐震診断及び耐震改修の目標の設定」による。*8
法定計画の「３ 耐震改修等の目標の設定」で「本県の住宅の耐震化率…について、現状*9
の住宅 ％…を平成 年度までに90％とすることを目標とする 」となっており、住宅73.7 27 。

の耐震対策も必要となっている。

これらは、防災活動等の拠点、避難、救護活動、医療活動の拠点として県民の不安を解*10
消し、生活の安定を図るための重要度の高い建築物である。

福島県地域防災計画「震災対策編 （平成１７年修正）第２章第４節第２「防災上重要な*11 」

建築物の耐震性確保等」に耐震性の確保を図る建築物が指定されている。別表１に、この

抜粋を掲載している。

- 2 -

*6
び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 （以下「基本方針」という ）」 。

に基づき、速やかな「都道府県耐震改修促進計画」の策定が義務付けられ、ま

た、住宅の耐震化率及び多数の者が利用する一定規模以上の特定建築物 の耐*7

。震化率について平成２７年までに少なくとも９割にすることが目標とされた
*8

そのため、県は「福島県耐震改修促進計画 （以下「法定計画」という ）を」 。

、 、 、 、平成１９年１月２５日に策定・公表したところであり その中で 学校 病院

庁舎等の公共建築物については 「地震時の利用者の安全確保だけでなく、被、

災後の拠点施設としての機能確保の観点からも公共建築物等の耐震性確保が求

められるとの認識のもと、公共建築物等の耐震化の促進については、率先して

取り組む」こととしており、県有建築物の耐震化が急務となっている。

３．耐震対策の対象建築物

（１）対象建築物の考え方

法定計画に基づき、耐震性の確保を図る次の①と②の県有建築物のうち、旧

耐震基準による建築物を対象として耐震診断を実施するものとし、耐震性能が

不十分なものについて耐震化を行う。

なお、法定計画にある「住宅」 で、特定建築物以外の県有建築物（公舎住
*9

宅）の耐震対策については、この計画とは別途、考慮するものとする。

①県の地域防災計画で指定された防災上重要建築物

県の地域防災計画により、大規模な地震による災害時に応急対策活動の拠

点となる施設で防災上重要建築物（県庁舎等の防災拠点施設、学校等の避難

施設、病院等の緊急医療施設） として指定された建築物 （別表１）
*10 *11

。
*７②特定建築物

法第６条の規定による不特定多数の者が使用する一定規模以上の建築物



本計画の「県有建築物の現況 （１頁）では、平成１７年度までに耐震改修を実施した建*12 」

築物（工事中及び建替え等を含む ）は３９棟、本頁表２では２９棟で、１０棟の差があ。

る。これは 「建替え」で新耐震基準の建築物となったもの６棟、耐震改修工事中である、

ため耐震改修済みとならないもの４棟があるためである。
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（２）対象建築物の棟数等

防災上重要建築物と特定建築物の棟数の合計は１，４２６棟となり、このう

ち、耐震対策の対象建築物（旧耐震基準の建築物）は９２２棟となってる。

（表１）

この９２２棟のうち、平成１７年度までに耐震診断を実施した棟数は５９５

棟であり、耐震診断が未実施の棟数は３２７棟、耐震化が未実施の棟数は２３

６棟となっている （表２）。

①防災上重要建築物 １，０５６棟（うち旧耐震基準の建築物は７５１棟）

②特定建築物 ３７０棟（うち旧耐震基準の建築物は１７１棟）

合 計 １，４２６棟（うち旧耐震基準の建築物は９２２棟）

表１ 耐震対策の対象建築物
（平成１８年４月１日現在）

全県有建築物５，５９０棟

耐震性の確保を図る建築物 １，４２６棟

新耐震基準の建築物５０４棟耐震対策の対象建築物９２２棟

（旧耐震基準の建築物）

①防災上重要建築物 ７５１棟 ①防災上重要建築物 ３０５棟

特定建築物である防災上重要建築物 特定建築物である防災上重要建築物

５９１棟 ２２４棟

②特定建築物 １７１棟 ②特定建築物 １９９棟

表２ 対象建築物の耐震診断等の現況
（棟数 平成１８年４月１日現在）

耐 震 耐震化
診 断 未実施

旧耐震基 耐震診断 倒壊の危険性 未実施 （耐震診
対象建築物 準の建築 実施済み がある、又は 耐震改修 断未実施

物 可能性が高い 済み を除く）
① ② ③ ④ ①-② ③-④

①防災上重要 ７５１ ４６１ ２６４ ２８ ２９０ ２３６
建築物

②特定建築物 １７１ １３４ 注 １ １ ３７ ０（ ）

合計 ９２２ ５９５ 注 ２６５ ２９ ３２７ ２３６（ ）
*12

表中の数値について、①の防災上重要建築物には特定建築物を含む。
（注 ：特定建築物１３４棟は全て県営住宅であり全て耐震診断済み。）



（新耐震基準の建築物数＋耐震性能の判定がＡランク又はＢランクの建築物数＋耐震化*13
した建築物数）÷（耐震性の確保を図る建築物（１，４２６棟 ））
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４．耐震化の目標

（１）計画期間

本計画の計画期間は、平成１８年度～平成２７年度とする。

（２）耐震化率の現況

平成１８年４月１時点での耐震化率 は６０．５％となっている。*13

（３）計画期間内の耐震化率の目標

計画期間内に ことを目標とする。９０％以上の耐震化率とする

（４）対象建築物の耐震化

計画期間以降においても耐震化に努め、対象建築物の全ての耐震化を図る。

５．耐震対策

（１）耐震診断の計画

耐震診断が未実施の対象建築物３２７棟について、平成２０年度までに耐震

診断を完了することを目標とする （表３）。

表３ 対象建築物の耐震診断計画
）（棟数 平成１８年４月１日現在

対象建築物 １７年度まで １８年度予定 １９～２０年度 計

①防災上重要建築物 ４６１ ９８ １９２ ７５１

②特定建築物 １３４ ０ ３７ １７１

計 ５９５ ９８ ２２９ ９２２

表中の数値について、①の防災上重要建築物には特定建築物を含む。

また、②特定建築物には、防災上重要建築物を含まない。

（２）耐震性能の判定

法定計画に基づき、耐震性能の判定ランクを４段階に区分する （第４表）。



Ｉｓ： 構造体の耐震性能を表す指標。*14
Ｉｓｏ：想定した地震動レベル（震度６強程度の地震を想定）に対して建物が所要の耐*15
震性能を安全であるために必要とされる構造耐震判定指標値

。*16 建築物の使用年限中に一度は遭遇するかも知れない地震で、震度６強から震度７を想定

大地震後、当該建築物が大きな補修をすることなく防災活動、避難、救護活動、医療活*17
動等の拠点として使用できることをいう。

「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 （財団法人日本防災協会）による第一*18 」

次診断法。
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表４ 建築物の耐震性能の判定

耐震性能 建築物の構造耐震指標値 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性
ランク （Ｉｓ ） （耐震性能）

*14

、 、Ａ Ｉｓ≧ Ｉｓｏ 大地震 の震動及び衝動に対して倒壊し 又は
*15 *16

崩壊する危険性が低い。

大地震の震動及び衝動に対して倒壊し、又は、
Ｂ Ｉｓｏ＞Ｉｓ≧０．６ 崩壊する危険性が低いが、施設機能 が確保で

※※ *17

きないおそれがある。

Ｃ ０．６ ＞Ｉｓ≧０．３ 大地震の震動及び衝動に対して倒壊し、又は、
※※ ※※

崩壊する危険性がある。

Ｄ ０．３ ＞Ｉｓ 大地震の震動及び衝動に対して倒壊し、又は、
※※

崩壊する危険性が高い。

（注） ：第一次診断法 による場合は０．６を０．８と、０．３を０．４と読み替えて
※※ *18

適用する。

（３）耐震化の計画

①耐震化を行う対象建築物

、 （ 「 」 。）、耐震診断の結果 耐震性能の判定がＣランク 以下 Ｃランク という

又は耐震性能の判定がＤランク（ Ｄランク」という ）となった建築物につ「 。

いて耐震化を進める （表５）。

表５ 耐震化を行う対象建築物
（棟数 平成１８年４月１日現在）

耐震診断を実施 Ｃランク、又はＤランク １７年度までに耐震化 耐震化の計画

した建築物 の建築物 を行った建築物 対象建築物

５９５ 棟 ２６５ 棟 ２９ 棟 ２３６ 棟

備考：１８年度以降の耐震診断の結果により耐震化を行う次の対象建築物がある。

平成１８年度に耐震診断予定の建築物 ９８棟

平成１９年度以降の耐震診断の予定建築物 ２２９棟



応急補強とは、当該建築物の構造耐震指標値が相当低いため、応急的に補強し、その後*19
に構造耐震判定指標値（Ａランク）に補強すること。

法定計画「３ 耐震改修等の目標の設定」では「 福島県地域防災計画』の想定地震によ*20 『

って震度６強以上の揺れが予想される、福島市…（以下の市町村名略）…並びに日本海・

千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定された、いわき市…（以下の市町村名

略）…については、重点的な取り組みを行い、目標達成期間を早める必要がある 」とさ。

れている。
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②耐震改修における耐震性能の目標値

原則として構造耐震判定指標値（Ｉｓｏ値）とする。

③耐震改修の基本的な優先順位等

・耐震改修の優先順位は、Ｄランクの建築物を優先し、Ｉｓ値が小さなもの

を優先することとする。ただし、耐震化の効果的な推進が図られる場合は

この限りではない。

・Ｄランクの建築物の耐震化を早期に取り組むため、計画期間を２期に分け

（表６ 、概ね第１期（平成１８年度～２３年度）にＤランクの建築物の）

耐震化を図ることを目標とする。

・Ｄランクの建築物で耐震性能が低いものは応急補強 を検討する。
*19

・耐震改修においては、法定計画により「重点的な取り組みを行い、目標達

成期間を早める必要のある 」 とされている地域、及び防災上重要建築。
*20

物を考慮する。

表６ 耐震化の計画期間の区分

計画年度 １８年度～２３年度 ２４年度～２７年度

区 分 第１期 第２期

④建築物の活用計画との関係

建築物ごとの活用計画を考慮して耐震化の実施を決定するものとする。

⑤計画の見直し

・本計画は、対象建築物の耐震診断が全て完了したときに、また、第１期末

の平成２３年度に対象建築物の耐震化の進捗状況等を勘案し、必要に応じ

て見直すものとする。

・耐震診断が未実施の建築物については、耐震性能が判明し次第、耐震化の

計画に反映させるものとする。



当該建築物から採取したコンクリートコアの圧縮強度試験による推定強度が１３．５Ｎ*21
／㎜ 、かつ、設計基準強度の３／４（設計基準強度がわかっている場合）2
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（４）耐震化の進め方

①耐震改修は、財政事情を考慮して計画的に行うものとし、建築物ごとに、構

造的特性や県民の利便性等に配慮して効率的に行うものとする。

②耐震改修工事は、通常の改修工事の計画がある場合には同時施工が効率的で

あるが、これにより耐震化の計画的な進捗が図れない場合には、耐震改修工

事を重点化して実施するものとする。

③耐震改修工事の実施により、建築物の一部又は全部が使用できなくなる場合

には、利用者の利便性を考慮して、室の移動や仮設事務所等の設置を検討す

るものとする。

④建築物の構造体（躯体）コンクリートの推定強度が規定値 より低い場合、
*21

耐震改修の施工が極めて困難な場合などにおいては、目標とする耐震性能の

向上に必要な補強のほか、建築物の機能性や効率性、耐用年数等を含めて検

討し、耐震改修を行うことが合理的でない場合には、活用計画の見直し（建

替え等の検討）を行うものとする。

６．本計画の公表等

①本計画の公表

本計画については、策定したとき、及び見直しを行ったときに公表する。

②耐震診断の結果等の公表

対象建築物（施設毎・棟毎）の耐震診断の結果、及び耐震化の進捗状況に

ついては、毎年度末の状況を速やかに公表する。

③公表における役割

県有建築物耐震対策推進連絡会議事務局は、県有建築物全体の耐震診断の

結果、及び耐震化の進捗状況について公表し、その対応を行うものとし、各

部局等は各対象建築物の個別的な内容について対応する。

７．計画の推進体制（組織）

県有建築物における耐震対策の推進体制として、平成１５年度に「県有建築

物耐震対策推進連絡会議」を設置しており、本計画は、この連絡会議において

全庁的に検討を重ね策定したものである。

今後も、この連絡会議において、耐震診断の結果を「耐震化の計画」へ反映

していくとともに、本計画の進行管理等を行うなど、県有建築物の計画的な耐

震対策を推進していくものとする。
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推進体制

福島県リスク管理推進本部

報告等

福島県耐震改修福島県建築物地震対策連絡協議会
促進計画

県有建築物耐震対策推進連絡会議
福島県県有建築物
の耐震改修計画県有建築物耐震対策推進連絡会議幹事会

○県有建築物耐震対策推進連絡会議 構成員 （平成１８年度）

知事直轄 ・総合安全管理室

総務部 ・財務領域総務予算グループ ・文書管財領域施設管理グループ

生活環境部 ・県民環境領域総務企画グループ ・県民安全領域災害対策グループ

保健福祉部 ・保健福祉総務領域総務企画グループ ・自立支援領域児童家庭グループ

・健康衛生領域医療看護グループ ・健康衛生領域薬務グループ

商工労働部 ・商工総務領域総務企画グループ ・労働領域技能新興グループ

農林水産部 ・農林総務領域総務予算グループ

土木部 ・土木総務領域総務予算グループ ・建築領域建築指導グループ

・建築領域営繕グループ

病院局 ・経営グループ

教育庁 ・教育総務領域総務企画グループ ・生涯学習領域施設運営グループ

・教育振興領域学校施設グループ ・教育指導領域奨学助成グループ

警察本部 ・会計課
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別表１

福島県地域防災計画「震災対策編 （平成１７年修正 ：抜粋」 ）

第２章 第４節 第２「防災上重要な建築物の耐震性確保等」

１ 県有施設の耐震性確保

県は、大規模な地震による災害時に、応急対策活動の拠点となる施設を防災上重要建築物とし

て指定し、それらの施設の重要度に応じた耐震性の確保を図る。

( ) 防災上重要建築物の指定1
県は、次の施設を防災上重要建築物に指定する。

ア 防災拠点施設 県庁舎、県合同庁舎、警察署、保健福祉事務所、県の出先庁舎等

イ 避難施設 県立高等学校、県立体育館、県立社会福祉施設等

ウ 緊急医療施設 県立病院、県立医科大学付属病院、県立診療所

( ) 耐震診断・耐震補強工事の実施2
（ ） 、 、 、県 各施設管理者 は 防災上重要建築物について 当面必要に応じ耐震補強工事を行う等

耐震性の確保を図る。

福島県耐震改修促進計画に掲げる「防災上重要建築物一覧」

構造体を中心とする Ⅰ類 Ⅱ類

耐震安全性の分類 適用

目的別に安全性 特に構造体の耐震性の向上を図 構造体の耐震性能の向上を図

を確保する分類 るべき施設 るべき施設

連絡通信・活動指 災害対策本部を設置する官公庁 災害対策本部の指揮・命令に

防災拠点 令等、防災拠点と ア 県庁舎 より活動する官公庁又は特定

施設 して諸機能の確保 イ 県合同庁舎 業務を行う施設

を必要とする施設 ウ 市町村役場 ア 県の出先庁舎

エ 警察署 （県合同庁舎を除く ）。

オ 消防署 イ 市町村の分庁舎

カ 保健所 ウ その他これに類する施設

キ その他これに類する重要

施設

被災住宅の避難場 市町村地域防災計画に位置づけ 副次的に避難施設として役割 当該用途に

避難施設 所としての期待を られている施設 を担う施設 供する面積

担う特定施設 ア 県立高等学校 ア 県立及び私立高等学校 が ㎡未300
イ 公立の小学校・中学校 イ 公立の小学校・中学校 満の施設を

ウ 公立の公民館・集会所 ウ 公立の公民館・集会所 除く

エ 公立体育館 エ 公立の社会福祉施設等

オ その他これに類する施設

緊急時の医療活動 緊急時等に医療活動の責務を有 緊急時等に医療活動の責務を

緊急医療 施設 する施設 有する施設

施設 ア 県立病院 ア 民間病院

イ 診療所

ウ その他これに類する施設

居住者の安全性を 居住者の安全確保に加え緊急時 居住者の安全確保に加え緊急

居住施設 確保すべき施設 の仮住居対応施設 時の仮住居対応施設施設

ア 県営住宅 ア 公舎

イ 市町村営住宅 イ その他これに類する施設

（備考）

１：県有建築物の対象棟は建築基準法第６条第１項第２号、同第３号による建築物の規模となるもの

。 、 （ 。）、を対象としている ただし 県立学校については校舎 特定建築物とこれに接続する棟を含む

屋内運動場及び寮（寄宿舎）を対象としている。

２：本計画における県有建築物の「居住施設」については、特定建築物であるものを対象とし「居住

施設」を防災上重要建築物に含めていない。
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別表２

県有建築物の耐震化の現況 （平成18年4月1日時点による棟数）

新耐震基準 旧耐震基準の 建築物数 耐震性有 耐震化率
の建築物 建築物② ④ 建築物数 （％）

区 分 ⑤
① 耐震性有③ （①＋②） ①＋③ ⑤／④（ ）

100防 ①防災拠点
66 166 92 55.4施設

26災

625上 ②避難施設
232 857 418 48.8

186重

26要 ③緊急医療
7 33 20 60.6施設

13建

751築
305 1,056 530 50.2小 計

225物

171
199 370 333 90.0その他の

134特定建築物

922
504 1,426 863 60.5合 計

359

762防災上重要建築物
423 1,185 731 61.7を含む

308特定建築物


